
新任の挨拶

　このたび田申ぐ郎場長の後を受け、水産試験

場の場長に就任致しました。歴代場長や職阻が

培ってきた事柄を受け継ぎ、微力ながら全力を

尽くすつもりてすので従前どおり皆様方のご指

導ご鞭排を陽りますよう、心からお願い申レＬ

げます。

　近年の水産業は資源の減少や魚価の伸び悩み、

輸入水産物の増加などにより極めて厳しい状況

におかれており、本県も例外ではありません。

このため県では、資源管理型漁業やつくり育て

る漁業の推進により水産資源の維持培養に努め

ているほか、麻子情報の発信を主目的としたマ

リンロボや各種魚礁の設置、漁港施設や共同利

用施設の整備などにより、生産・流通のための

基盤整備を行うとともに、駿河湾深層水取本施

設の設置や豊かな海づくり大会の開催準備など、

さまざまな水産業振興施策を展開しております。

　水産試験場では、県行政が行う水産業振興施

策の技術分野を担当いたしますが、本年は、県

政の重要課題について県の各試験研究機関が共

同で行うプロジェクト研究が開始される年であ

り、焼津の本場では∩駿河清深層水の有効利川］

研究を集中的に実施することとしております。

　また、海況変動により漁獲量が大きく左右さ

れやすい水産物にあっては、海況観測や資源動
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向の長期的な調査研究

は極めて敵背な業務で

ありますので、サクラ

エビ・シラスなどの沿

岸無極からカツオ・マ

グロなどの沖合・遠浮

魚種までの調査研究を

調査船駿河丸・富十丸

ヅ

を用い精力的に実施すると共に、資源の管理と

有効利用を目指す複合的資源管理の研究も充実

を図る予定です。

　資源管理と共に重要なことは資源の増大であ

ります。このため、種苗放流事業を中心とした

栽培漁業研究の推進、魚類や員類の生息場所で

ある藻場の復元や魚礁の効果に問する調査研究、

水質環境研究など豊かな海づくりのための調査

研究、さらには限られた資源を有効に利用し、

付加価値増大を図るための利用・射干研究など

広範に亘る水産振興のための研究を職員一同精

力的に進める所存です。

　また、水産試験場の重要な業務に水産業改良

普及業務があります。技術問題あるいはそれ以

外でもお気軽にお訪ねいただければ幸いです。

さらに伊豆分場、浜名湖分場、富十善鱒場にお

きましても各々の専門分野に応じた調査研究や
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地域の要望に対応すべく努力いたします。

　皆様方のお役に立てることが職員一同の願い

でありますので、皆様方の今まで以上の水産試

験垢の利用をお願い致しまして桔のご挨拶とさ

せていただきます。

退任の挨拶

　この度、３月末日をもって静岡県水産試験場

を最後に県職員を退職することになりました。

　昭和39年に技術吏員として採用され、当時は

清水市にあった水産試験場を皮切りに奉職して

以来、水産行政ならびに水産試験・研究業務に

勤務してきました。

　昭和39年当時は東海道新幹線の開業や東京オ

リンピックが開催されるなど、まさに我が国は

発展の最中にあり、水産界においても遠洋漁業

が全盛の頃でありましたが、その後、石油危機

による諸経費の高騰、世界沿岸諸国の一方的な

200海里水域の囲い込み、円高径済による水産

物輸入増大と魚偏低迷､一部魚種の資源低迷等々、

数々の難題に直面してきました。

　そして、我が国も国連海洋法条約を批准し

200海里水域を設定するに至った現在、国民の

環境維持・保全の意識向上と相挨って、水塵界

に於いても資源の維持・管理の認識が高まりつ

つあるなかで、先般公表された国の水産基本政

策大綱では、持続的な水産資源の維持・管理を

重視し、水産業の維持・発展を方向付けていま

す。

　これまでは、漁具・漁法にかかおる科学的設

備は飛躍的に発展し、水産物の生産増大と食糧

供給に応えてきましたが、海面下にある水産資

源にかかわる動態についてはまだまだ末解明な

現状にあります。

　本県の水産業は立地的に、生産・加工・流通

商において大変恵まれた環場にあり、この様な

環境を背景に本県水産試験場には分場を配置し

て県内の地域漁業に対応した試験・研究と普及

がなされてきました。

２－

前場長　　田　中　ヴ　郎

　そして、近年あらゆる技術・研究が高度・多

様化している情勢のなかで、水産試験場ではリ

モートセンシンダ等のハイテク技術による情報

システム、バイオテクノロジー技術の応用、機

能性成分の分析手法等の先端技術を存分に活用

し、生産、増・養殖、力いｽ等にかかおる試験・

研究・開発に取り組んできましたが、前述した

ように海面下の水産資源についてはまだまだ末

解明な現状にあり、水産試験研究機関としてこ

れらの資源にかかわる動態の究明と的確な資源

評価手法の確立が急がれることと思います。

　また、平成12年度からは水産試験場がこれま

でに関与してきた駿河湾深層水利用開発、機能

性成分の利用開発、水質保全等に関してはプロ

ジェクト体制になる等、今後さらに横断的な研

究体制が求められています。

　いずれにしても地方の水産試験場の位置付け

は、地域の水産ニーズに対応した調査・研究と

成果をもとに情報を提供し、水産業をサポート

することにあると思いますが、なにぶんにも課

題山積の昨今、どうか静岡県水産試験場職員の

方々には、新しく就任された和田場長をはじめ

といたしまして各位の一層のご活躍と本県水産

業の振興に寄与されますよう期待いたします。

　最後に、私ごとですが36年の間多くの方々の

ご指導とご理解・ご支援をいただき、無事今日

を迎えることができましたことを、本紙面をお

借りいたしまして心から厚くお礼申し上げまし

て、退任の挨拶といたします。
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芦究じ永八月

　　マリンロボ１号の利用状況とその観測事例

１．はじめに

　平成10年８月、御前崎南東23kmの水深約

120mの海域に、生魚機能も兼ねた多機能型の

観測ブイ「マリンロボ↓号」が設置されました。

設置から２ケ月の試験運用を経て、10月↓日か

ら電話とファックスにより一般の方々への情報

提供が始まりました。

　マリンロボの概要については、既に本誌第80

号に詳しく掲載されているので、ここては平成

↓1年１月から12月までの↓年間の利用状況と水

温の観測事例について紹介します。

２．利用状況

　マリンロボに電話あるいはファックスをする

と、システムには日時、通話時間の他、本シス

テムがナンバーディスプレイに対応しているた

め、利用者の電話番号が記録されます。これら

の記録から月別、地域別利川件数などの利川状

況を把握しました。

巾　月別、地域別

　1）電話

　電話による月別、地域別の利用状況を第↓表

に示します。

　１年間の利用件数は28,500件余りで、そのう

ちナンバーディスプレイにより22,700件余りの

通話元が確認されました。携帯電話等の移動通

信による利用が全体の半数以上を八めているの

が人きな特徴で、最近の携帯電話の普及を強く

反映した結果といえます。

　地域別では静岡～犬井川地域が全体の14％と

最も多く、次いで古田～御前崎地域となってい

ます。県内では、人口、漁業者ともに多く、ま

た設置海域周辺を漁場として利用する頻度が高

い県中部地域の利用が多くなっています。一方、

県内でも相役所側に位置する熱海～東伊豆地域

の利用はほとんどみられま廿ん。ただし、この

地域からの携帯電話の利用については把握がで

きていません。

　第↓図は月別の利用件数をグラフて表したも

のです。　４月までは月2,500～3,㈲O件、その後

11月までは2,500件以下となり、特に則９月は

1,㈲O件程度と激減しています。　８、９月は盆
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第１図　電話による月別の利用件数

　　　　　　(平成11年１月～12月)

第１表　電話による地域別の利用件数（平成11年12月）

地域 局番 １月 2月 ３月 4月 ５月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 割合(％)
熱海～東伊豆 0557 １ ０ ２ ４ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ９ 0.0
河津～戸田 0558 206 １６７ １１１ 73 93 135 81 21 １８ 52 99 128 1184 5.2
沼津 0559 １１７ 69 72 73 47 30 41 １５ １２ １６ 28 52 572 2.5
富士 0545 １１０ １００ 88 52 65 41 26 ５ ４ １０ １９ 34 554 2.4蒲原～清水 0543 135 95 70 101 74 45 62 32 31 54 86 165 950 4.2
静岡～大井川 054 462 350 263 267 262 192 283 71 134 223 264 436 3207 14.1
吉田～御前崎 0548 318 264 275 299 196 169 ２１１ 63 100 154 124 231 2404 10.6
浜岡 0537 55 76 65 38 １５ ７ １８ ９ ５ ６ １５ 26 335 1.5
浅羽～福田 0538 24 １６ 29 １９ １８ １５ １８ ７ １０ 25 １８ 29 228 １．０
舞阪～湖西 053 71 73 74 41 38 26 27 23 35 45 64 88 605 2､7
県外 40 23 １６ 27 23 20 １７ ６ 25 33 43 24 297 1.3携帯 978 998 1152 1396 1059 962 1045 470 531 1025 1184 1574 12374 54.5

合計 2517 2231 2217 2390 1890 1643 1829 722 905 1643 1945 2787 22719 １００
全利用件数 3178 2805 2770 3003 2391 1976 2221 894 1104 2083 2447 3660 28532

- ３－



休みや台風等の天候不順による出漁日数の減少

に加え、システムの不調が利用低下の大きな要

因となったと考えられます。 12月にはシステム

が回復し3,500件以上と年間で最も多い利用と

なりました。

　なお、運用開始当初の平成10年↓O、11月には

１日100件辻上、月合計で4,000件以上の利用か

おり、関心の高さが伺われました。

　2)ファックス

　第２表にファックスによる月別、地域別の利

用状況を示します。　↓年間の利用件数は4,200

件余りで、そのうち約3,頴O件のアクセス几が

確認されました。地域別では、電話と同様に静

岡～大井川地威か全体の33％と最も多く、次い

で県外の21％と続いています。運用開始当初に

比べ県外からの利用が著しく増加し、マリンロ

ボが県外にも知れわたり、その↑吉報が各方面で
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　　　第３図　時間帯別の利用状況

　　　　　　　　（平成11年１月～12月）

テムが回復した後も利川件数の増加は鈍く、利

用者離れが懸念される状況となっています。

（2）時間帯別

　時間帯別の利用率を第３図に示します。電話

では出漁前の４、５時が全体の６～７％と殼も

高くなっていますが、特定の時間帯に集中する

ことなく、全般的に午前中に利用されています。

ファックスでは８時から17時までの利用が多く、

第２表　ファックスによる地域別の利用件数（平成11年12月）

地域 局番 １月 2月 ３月 4月 ５月 6月 7月 8月 9月 IO月 １１月 12月 合計 割合(％)
熱海～東伊豆 0557 １０ ６ ４ ４ ２ ７ Ｏ １ ０ ５ ６ ９ ５４ １．４
河津～戸田 ０５５８ ３１ ３９ ３２ ２９ １８ １９ １２ ７ １５ １７ 30 28 ２７７ 7.4
沼津 ０５５９ １６ ８ ２ ７ ６ ３ ９ ５ ５ １５ ２１ ３ １００ ２７
塞士 0545 ０ ２ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０ ０ ０ ５ ５ ６ １８ 0.5
蒲原～清水 ０５４３ ２８ ３３ 32 ８ ７ ７ １６ ７ １ ２ ２０ ３２ １９３ ５．２
静岡～大井川 054 １８３ １９１ 166 ８３ １１６ 67 ８８ ３８ ６１ ９６ ７７ ８８ １２５４ 33.5
吉田～御前崎 ０５４８ １６ 20 ２０ ＩＯ ７ ＩＯ １１ ４ ５ １９ ４ ＩＯ １３６ ３６

浜岡
０５３７ ＩＯ ７ ２ １４ ２１ ３ ３ ２ ２ １ ９ ６ 80 ２１

浅羽～福田 ０５３８
41 37 ６０ 48 25 １５ ８ ３ ６ 20 ７ ４０ ３１０ ８．３

舞阪～湖西 ０５３ ･３３ 35 54 ６３ ４６ 29 １６ １４ 26 ６９ 39 34 ４５８ １２２
県外 １１５ 67 Ｉ０５ １５３ ７７ 74 41 ２４ 32 57 33 33 ８１１ ２１７
携帯 ４ ２ ５ ５ １ ２ ５ ２ ０ ８ ＩＯ ５ 49 １３

合計 487 ４４７ 482 ４２４ ３２６ 236 209 Ｉ０７ 153 ３１４ 261 ２９４ 3740 １００

全利用件数 541 ４９２ 541 ４９０ ３８２ 301 ２４７ １３０ １８５ ３６０ ２９７ ３２１ ４２８７

広く利用されていることを反映しているものと

思われます。

　月別の利用件数（第２図）は、4月までは月

約500件でしたが、その後はシステムの不調等

が続き400件以下となってしまいました。シス
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15時にピークがみられます。これは、漁業者が

漁を終え、帰宅してからアクセスしているもの

と恵われます。

（3）曜日別

　曜日割の利用率を第４図に示します。電話で

は上曜日、日曜日の利用率が高く、漁業者以外

の一般の利用が多いことを反映しているものと

思われます。一方、ファックスでは対照的に日

曜日の利用率が最も低く、全縁日が高くなって

います。

３．マリンロボで捉えた水温の短期変動

　マリンロボト号は、黒潮や黒潮からの暖水波

1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月　10月11月12月

第２図　ファックスによる月別の利用件数

　　　　　　　　　　　　（平成11年１月～12月）
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第５図　マリンロボで観測された水温変動（平成11年12月）

　　　　　　（図中の矢印が暖水波及の様子を示します｡）

　なお、５号機までの全体構想を踏まえ、２号

機が平成12年３月に遠州灘の天竜川沖釣20kmの

海域に設置され、４月から正式に運用が始まり

ました。これまでと同じ番号(電話:054-621-

1↓73、ファックス:054-62レ1621)で、↓号機

と２号機両方の情報を得ることができます。さ

らに、３号機設置の準備も進められており、今

後、海洋の情報収集基地として期待が膨らみま

す。

　　　　　　　　　　(漁業開発部　萩原快次)
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　　　　　第４図　曜日別の利用状況
　　　　　　　　　　　(平成11年１月～12月)

及等による海洋変動が大きい御前崎沖合に位置

しています。海面下も含めた連続的な観測が行

われるため、黒潮内側域の詳細な海洋変動をリ

アルタイムで把握することができます。その事

例として、第５図に平成11年２月に観測された

水温変動を示します。これは10分毎に観測され

たデータを単純平均した↓時間データの時間変

化です。

水
温
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　人工衛星画像によると、２月上旬、黒潮は伊

豆諸島北部を蛇行して北上し、同海域から遠州

灘沖に強い黒潮系の脱水波及が認められました。

　この榎本波及の現象はマリンロボでも的確に

捉えられ、上旬に16°C以上の間欠的な水温上昇

が３回観測されました。この現象は沿岸での定

地水温ては観測されませんでした。また水温上

昇が間欠的であったことは、雲の影響で人工衛

星画像でも捉えることができませんでした。ま

さにマリンロボの威力といえます。

- ５－

　今回のように、マリンロボの観測データは海

洋の現況把握にはとても有効です。今後、黒潮－

内側誠一沿岸域にわたる海洋変動のメカニズム

解明につながる情報の一つとして期待されます。

４．おわりに

　海上での連続かつリアルタイムの気象、海象

情報は、漁業者のみならず船舶の運航等、様々

な分野にとって重要な情報です。しかしながら、

海.Lは、強風、風浪、うねり、波しぶき等、地

球上で最も過酷な環境下の一つにあり、そのた

め予期せぬ観測機器のトラブルが発生し、安定

したシステムの運用には高い技術力が必要とな

ります。

　県では、利用者の信頼を損なわないよう、安

定した高精度の情報の提供に向け、関係機関と

連携を密にし、より機能的なシステムの構築を

目指しています。



縦ﾚ永-ﾄ‾詞

　駿河清深層水に関するプロジェクト研究始まる

１．新たに発足したプロジェクト研究とは

１）背景と目的

　静岡県では平成12年度から新たな研究方式

（体制）として「プロジェクト研究」を始めま

した。

　静岡県の試験研究機関は水産試験場、農業試

験場、工業技術センター等13機関ありますが、

各研究機関は水産、農業、工業など、士として

産業別の研究課題に取り組んできました。しか

し、時代の進展とともに静岡県が取り組むべき

政策課題は複雑多岐になり、いくつかの産業に

またがる課題も少なくありません。そこで、こ

うした時代の要求に合わせて、従来の研究機関

の枠を超え、各研究機関が協力し合うことによ

り県の重要な政策課題の技術的解決を図るため

に始められたのがプロジェクト研究です。

２）研究体制

　表↓にプロジェクト研究の概要を示しました。

　平成12年度から実施する研究は９課題ありま

す。いずれも研究機関が共同で解決すべき重要

な政策課題として各研究機関からあげられた中

から選抜したものです。循環型社会に向けた研

究や、バイオテクノロジーを環境保全や高機能

植物の開発に利用するもの、未利用資源の有効

利用技術開発等いずれも多産業に関わる大きな

研究課題です。

　プロジェクト研究のスタッフは関係する研究

表１

ク

平成12年度に開始するプロジェクト研究の概要

ト研究課題

機関から集められ、１課題当たり４～７名のプ

ロジェクトチームが結成されました。このチー

ムは最も効率の良い研究機関に配置され、プロ

ジェクト研究のみに専念し、他の業務は一切行

わない体制になっており、研究期間は３年間で

す。研究の進捗状況や達成度、成果等はは外部

の有識者で構成する「研究評価委員会］により

毎年評価され、継続や実用化の可否等が判断さ

れます。

２．駿河湾深層水に関するプロジェクト研究

　９題のプロジェクト研究の中に「駿河浦深層

本の利用方途の開発」が採択されました。

　現在、焼津市に駿河流深層本の取水施設が建

設されていますが、これを活用するための技術

開発を、水産試験場、静岡工業技術センター、

環境衛生科学研究所、栽培漁業センターが協力

して行います。駿河湾深層本に開する研究は平

成９年度から行っておりますが、平成14年度か

らの本格取水に向けて利用技術を重点的に研究

します。

　しかし、本格的に取水される平成14年度まで

の２年間は圭として調査船で深層水を汲み上げ

て研究することになります。このため、大量に

深層本を利用する研究や取水直後の深雁木を利

用する研究等はできませんから研究範囲が限定

されます。そこで、ﾄﾞ駿雌滝深層本の利用方途

研究実施場所 参加研究機関

環境衛生科学研究所 環衛研、畜試、静岡工

沼津工業技術センター 沼津工技、環衛研、農

)開発 静岡工業技術センター 静岡工技、農試、水試

農業試験場 農試、茶試、柑試、林

水産試験場浜名湖分場 環衛研、水試

蚕業試験場 農試、茶試、静岡工技

水産試験場 水試、環衛研、静岡工

浜松工業技術センター 静闘士技、浜松工技

D活用 林業技術センター 枯枝、環衛研、浜松丁

Ｎ ｏ

．

一 一

　 １

Ｊ ｒ 〃 「

　 ２

－

　 ３

－

４

－

　 ５

－

６

－

　 ７
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　 ８

一

　 ９

プロ　ジェ

有機廃棄物を利用した循環型環境保全

バイオを応用した生活環境の安全確保技術の開発

本県特産物に含まれる健康増進成分等の活用技術の開発
＿．

バイオテクノロジーを利用した高機能植物の開発

水生動植物を活用した水質浄化技術等の開発

茶園における嫡孫ロボットの開発

r〃　　===　　〃==　　J一＝駿河湾深層永の利用方途の開発

粉末流合法による新しい機能性金属材料の開発

未利用資源の用途別炭化技術の開発と地域産業への活用

－６－

静岡工技、農試、水試、茶試

水試、環衛研、静岡工技、栽培



の開発］だけは他のプロジェクト研究と異なり、

本格取水が始まる平成14年度までの２年間のプ

レ研究と位置づけられ、８名いるスタッフも、

リーダーのみが専任で他の７名は兼務となって

おり、水産試験場の他に静岡工業技術センター、

環境衛生科学研究所、栽培漁業センター、水産

試験場伊豆分場、同浜名湖分場の６ヵ所に分散

して研究を行います。

３．研究内容

　　∩紋所湾深層氷の利用方途の開発］は基礎研

究と応用研究から構成されます。基礎研究では

駿河湾深層氷の物理、化学、生物学的特性や取、

排氷結の海域への影響手腕河流深層氷を利用す

るための基礎的な情報を収集します。応用研究

はこうした情報を基に多くの分野に深層氷を利

用し、その効果を明らかにするとともに、活用

方法を開発します。こうした成果を企業の製品

開発等に展開して産業振興に役立てようとする

ものです。基礎研究は以下の２課題です。

１）駿河湾深層水利用に関する低次生物生産構

　　造の解明と有機物の特性把握

　駿河湾には３層の異なる深雁木が入り込んで

おり、この中の黒潮系と親潮系の２層の深層氷

を取水する予定です。そこで、各層の特性を生

かした利活用技術を開発するために、各層の水

温や塩分、主要成分や微量成分、生物組成等の

特性を把握するための研究を行います。

２）深層氷の放水による環境への負荷に関する

　　研究

　深層氷を取水後海域に大量に放水すると、低

水温による環境への影響や栄養塩類による海域

の富栄養化が心配されます。こうした影響を明

らかにするために放氷予定氷域で事前調査を行

います。

　応用研究は、深層氷の特性を考慮して効果の

おりそうな多くの分野に用い、利用技術を開発

します。

1）水産生物の飼育培養への利用技術の開発

　深海に生息するタカアシガニの種苗生産では

低温で清浄な海水が大量に必要ですから、飼育

７－

水としての深層水の利用可能性を調査します。

　ウナギの種苗生産技術はまだ完成されていま

せん。産卵水深に近い海水である深層水の活用

で技術開発の進展を期待します。また、深層水

の富栄養性はカジメ、アラメ等大型藻類の培養

効率の向上が期待されます。

2)水産物の鮮度保持技術の開発

　深層水の清浄性と低湿性を漁獲物の鮮度保持

に利用して品質の向上やエネルギーコストの削

減方法を検討します。

3)水産加工への利用技術の開発

　深層水や脱塩水を塩干品、塩蔵品、練り製品

等に利用し、品質の向上等の効果を検討し、効

果的な利用技術を開発します。

4)食品等の製造業への利用技術の開発

　深雁木や脱塩水を食品や飲料水等に利用し、

品質の向上等の効果を検討し、効果的な利用技

術を開発します。

5)医療関係への利用技術の開発

　深層水はアトピー性皮膚炎等に効果があると

いわれていますがそのメカニズムは明らかにさ

れていません。そこで、効果のメカニズムにつ

いて研究します。

４．今後の展開

　深層水はすでに高知県、富山県、沖縄県で取

水され商品開発も進んでおり、これからは各地

域の牲吐を生かした活用方法の開発が重要になっ

ています。静岡県は黒潮系と親潮系の多層取水

が特徴であり、これを活用するには各層の特性

把握が重要な課題です。また、放水による海域

への影響把握は今後の深雁木利用で不可欠な課

題です。

　利用面では、深層水を活用した多くの商品が

開発されていますが、その効果を科学的に証明

した例は少なく、名前が先行する傾向にありま

す。そこで、深層永の効果を科学的に明らかに

していくことが今後の重要な課題であり、その

成果を通じ、深層水の利用技術開発が進展する

ものと考えます。

　　　　(深層水プロジェクト　五十嵐　保正)



小野田　丈洋　さん

(御前崎漁業協同組合所属)

プざプ,r一ル

　青年漁業士

　平成10年度認定

　昭和41年７月５日

　生まれ03歳）

　刺網・一本釣に従事

　(ご家族の構成を教えて下さい)

小野田　祖母、両親、妻と子供３大(長男３才、

長女２才、次女６ケ月)の８大家族です。

　(あなたのやっている漁業の内容、できれば年

間の漁暦を教えて下さい)

小野田　１月から３月にヒラメの刺網とヤリイ

カの一本つり、４月から５月にカツオのひき網、

６月から９月中句までイサ牛、イカの一本つり、

９月から12月の末日までイセエビの刺網、それ

に４月から12月まで遊漁船をやっています。

　(漁業を始めたきっかけは何ですか)

小野田　小学校の時から海が奸きだったし、父

の後を継ぎたかったからです。

　(今まで、仕事をやってきて一番印象に残って

いることはなんですか)

小野田　ヒラメの刺網をやっていた時、時化に

あい、もうだめかと思った事があります。その

時、母の顔が目に浮かびました。

　(今仕事をやっていく上で一番大事に恵ってい

ること、モットーみたいなものがあれば教えて

下さい)

小野田　家族のしあわせを一番に考えています。

それと、魚より賢くなりたいと恵っています。

あまり魚が獲れないと、魚の方が賢いのではな

いかと思うことかあります。

　(今一番頭を悩ましていることは何ですか。仕

事のこと、家庭のこと何でも結構です)

小野田　密漁が後を断だないので、厳しく取締

まって欲しいです。また、今父と一緒に船に乗っ

ていますが、子供が病気をした時が一番心配で

す。それを考えると仕事が手に付かない事があ

ります。

-
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漁業士インタビュ痢匹

　(今までに漁業をやめようと思ったことはあり

ますか。あるとしたらどんな事情があったので

しょうか)

小野田　ありません。漁師は死ぬまでやって

　いきたいと思っています。

　(今抱いている夢は何ですか。その夢は実現し

そうですか)

小野田　自分の全て、家族全員で海外旅行をし

てみたいです。特にオーストラリアなどへ行っ

てみたいですね。

　(これからも漁業を続けていきますか)

小野田　続けていくつもりです。他の商売をし

ようなどと考えたことかありません。

　(お子さんに自分の仕事を継いでもらいたいで

すか。また、お子さんはその事についてどう考

えているでしょうか)

小野田　本人が漁業をやりたいと言ったら漁業

をやら廿るし、会社員になりたいと言ったら会

社員になっても良いと思っています。

　(漁業土制度についてどうお思いですか)

小野田　よその組合員と交流をして、情報を交

換することができるので、良い制度だと思いま

す。学生時代の同級生が各地にいるので、もっ

と交流したいです。

　(漁協青壮年耶や青年協議会活動については、

どう紅唇いですか)

小野田　漁業種別を超えて全体でミーティング

をやってほしい。資金的には漁協からの援助も

あるので、何回会合を開いても差し支えないと

思います。

　(水産試験場や栽培漁業センターに対して、ご

意見があれば、お聞かせください)

小野田　稚魚放流はありかたいと思っている。

マダイやヒラメの放流は、今後も続けてやって

欲しいと思っています。

　(県の水産行政についてご意見があれば、お聞

かせ下さい)

小野田　密漁の取締りは、しっかりとやっても

らいたいです。密漁者と御前崎の漁師との話し

合いの場をもって欲しいと思います。

　　　　(平成11年６月21日

　　　　　　　　　　　　聞き手　水野秀二)



匹水産加工技術セミナーから　N0.26

加工食品及び生鮮食品等品質表示基準の制定について

[講演安則

はじめに

　近年、食品の消費形態の多様化や食品に対す

る関心の高まり、国際化等の進展に対応して、

消費者の乱心を重視し、消費者が自らの判断で

適切に商品を選択することが可能となるよう食

品の表示制度の充実を図ることが求められてい

ます。

　こうした状況に対応するため、昨年の７月に

食品の品質表示基準制度を充実強化することを

目的の一つとして「農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律ＵＡＳ一日本農林

規格一法）」が大幅に改正されました。

　これに基づいて、加工食品及び生鮮食品の品

質表示基草案が作成され、今後多くの方々のご

意見を頂いて平成12年３月の農林物資規格調査

会を経て最終的には同年４月↓日に施行される

ことになっています。

　現行のＪＡＳ法では、魚肉ハム・ソーセージ、

特殊包装かまぼこ類など、限られた品目に品質

表示基準が定められていますが、改正されるＪ

ＡＳ法ではすべての加工食品及び生鮮食品が対

象となっています。

　ここでは、改正されるＪＡＳ法のうち、加工

食品及び生鮮食品の品質表示基準について取り

あげ紹介します。

加工食品の品質表示基準

　この草卒は、ＪＡＳ法第19条の８第１項の規

定に基づき、一般消費者向けのすべての加工食

品（酒類を除Ｏの品質に関する表示について、

その製造業者又は販売業者が守るべき内容を定

めたものです。

　この基草加対象とする加工食品とは、一般消

費者に販売するものに限られ、業務用や加工用

の原材料となるちのは除かれます。また、一般

消費者に販売するものでもバラ売り、量り売り

の場合は除かれることになっています。

農林水産宵横浜農林水産消費技術センター

　　　　　　指導課長　　門　　　進

　この基準の土な内容は、加工食品を製造する

業者はその容器又は包装に①名称②原材料③内

容量④賞味期限（品質保持期限）⑤保存方法⑥

製造業者等の氏名又は名称及び住所をそれぞれ

一括して表示しなければならないことになって

います。また、輸入加工品にあっては、原産国

名を追加して記載することになっています。

　充てん液とともに容器に入れ又は包装された

ものは、内容量の表示に代わって固形量及び内

容総量を表示し、それぞれグラム又はミリリッ

トルなど、単位を明記して記載することになっ

ています。

　品質が急速に変化しやすく、製造後速やかに

消費すべきもの、例えば刺身の盛り合わせ、サ

ラダ、パン類など、概ね５日以内で消費するも

のにあっては消費期限を表示し、それよりも長

期に亘って品質特性を保持できるもについては

賞味期限（品質保持期限）を表示するになって

います。

　なお、この基準は、平成12年４月↓口から施

行し、↓年間の猶予期間を経たのち、平成Ｄ年

４月↓日以後に製造又は加工された加E食品に

適用することになっています。

生鮮食品の品質表示基準

　この基準は、ＪＡＳ法第↓条の８第↓項の規

定に基づいて、一般消費者向けのすべての生鮮

食品の品質に関する表示について、その販売業

者が守るべき内容を定めたものです。

－９－



　対象とするものは、バラ売り、量り売りする

ものも含め、すべての生群立品（ただし、一般

消費者に販売するものに限る）となっています。

　この基準の士な内容は、一般消費者に生鮮食

品を販売する業者は①名称②原産地をそれぞれ

表示しなければならないことになっています。

また、容器に入れ又は包装されている生鮮食品

は、その他に内容量、販売業者の氏名又は名称

及び住所も表示することになっています。

　生鮮食品とは、水産食品にあってはラウンド、

セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身、

むき身、冷凍・解凍したもの、生きたものを指

し、いくつかの刺身を盛り合わせたものは加工

食品として扱われます。

　水産食品の原産地の表示は、国産品にあって

は採捕又は生産された水域名、地域名、本場港

名又は水揚港が図する都道府県名のいずれかを

記載し、輸入生鮮品にあっては原産国名を記載

することになっています。

　表示する場所は、生鮮食品に近接するなど見

やすい場所にしなければならないことになって

います。　　また、解凍、養殖した水産食品は、

それぞれ「解凍」、「養殖］と追加して表示する

　第９回水産加工品総合品評会

　今年の２月４～６日に沼津市の静岡県東部地

域交流プラザパレットにおいて第９回静岡県

水産加工品総合品評会が開催されました。この

品評会は３年に一度開催されているもので、沼

津市で開催されたのは今回がはじめてです。品

評会に出品された加工品は節類（鰹節など）、

斜面類（生別節など）、削り節、塩蔵品（塩さ

ばなど）、塩干品（あじ開きなど）、さくらえび

製品・しらす製品、煉り製品（蒲鉾など）、佃

煮類、焼物類（鰻蒲焼きなど）、珍味類、漬物

類（魚肉みそ漬け、柏漬けなど）など静岡県を

代表する主な水産凱工品が400点近くも出品さ

れました。この中から栄えある農林水産大臣賞

には㈱マルエ（古田町）のかつお削り節（薄削

り）、山本商店（焼津市）の塩さば、焼津善鰻

－ 一 一 10－

ことになっています。

　なお、この基準は平成↓2年４月↓日から施行

し、３ヵ月間の猶予期間を経たのち、同年７月

１日以後に販売される生鮮食品に適用すること

になっています。

おわりに

　当センターでは、この法律（基準）が実施さ

れれば適切に守られているか否かを監視してい

くことになりますが、消費者の期待を裏切らな

いよう適切に対応して頂くようお願いしたいと

考えています。

　また、表示基準を守らない場合は、基準を守

るよう農林水蜜大臣又は耶道府県知事からの指

示ができることになっており、それに従わない

場合は事業者名を公表することもできることに

なっています。さらに守らない事業者に対して

は強制力を伴う命令を出生ことになっています。

　今日お話をした基準はあくまでも案の段階で

あり、今後必要に応じて修正されることもある

ものとご承知おき願います。

　　　　　　　　（平,成12年２月16日講演より）

イベント紹介

漁業協同組合（焼津市）の鰻串蒲焼きの３点が

選ばれました。これらの受賞製品は水産庁長官

賞（９点）・静岡県知事賞（12点）などその他

の受賞製品と几に、牛ラメッセぬまづで開催中

のふじのくにＳＨＯＫＵの祭典会場において展示

されました。　　　　　　切口上研究室　高木）

でﾌﾂ罪科　　　尚尚鋸言遥　宋j9言フ………

　。　　……･ｕ　　　搬入二三

　　　　審査゛風呂ii2ご4　　　慢､､，



　　ふじのくにＳＨＯＫＵの祭典

　今年も「ふじのくにＳＨＯＫＵ（食・肺・触）

の祭典」が２月５～６日に開催されました。　４

回目になる今年の開催は前述のとおり、初めて

の沼津市開催となり、会場の牛ラメッセぬまづ

には生憎の雨模様にも関わらず多くの来傷者が

ありました。今回も水産試験場では水産加工研

究関係の展示と新開発加工品の試食・アンケー

トを実施しました。今回試食して頂いたのは、

株式会社かつお技術研究所（焼津市）が平成Ｈ

年度静岡県科学技術振興財団農林水産業研究開

発事業の助成を受けて開発を進めてきた生ハム

様発酵珍味食品ﾚ鰹こうし節］と、カツオ血合

肉から作った機能性ペプチドを使ったタブレッ

ト、「伊豆うまいものもちカエル事業」で開発

試作したニギスの「揚げもの」と塊製で、今年

もバラエティに富んだラインナップとなりまし

た。アンケートの方も来場の皆さんに快く協力

頂き貴重な意見を伺うことができました。また、

水産試験場の他にも、沼津市開催と言うことで、

栽培漁業センターが生きた魚介類の展示を行っ

ており、人気が集まっていたようです。

　なお、この「ふじのくにＳＨＯＫＵの祭典」は

今回が最後となり、来年は開催されないことは

とても残念ですが、別の機会に色々なご意見を

お聞かせ頂きたいと思います。

　　　　　　　　　　　　（加工研究室　高木）

　指導漁業士、青年漁業士、農山漁村

　　ときめき女性の合同認定式

　平成T↓年度の指導漁業十、青年漁業士、長山

漁村ときめき女性および長築上の認定式が合同

一 一

且一一

万、去る1月nrTI焼津グランドホテル万石川嘉

延県知事出席のもと開催されました。昨年度ま

では漁架上と農業上だけの認定八万したが、今

年度は長山漁村ときめき女性も加わり、大変華

やかな合同語定式となりました。皆様の今後ま

すますのご活躍をお祈り中し上｡げます。

　今年度認定された方々は以ドのとおりです。

△指導漁業上（2名）

　塙　　義祐　氏（稲取漁協所属・一本釣）

　渡辺　義昭　氏（下田市漁協所属・一本釣）

△青年漁業上（6名）

　大石　達也　氏（由比港漁協所属・船曳冊）

　山崎　直哉　氏（由比港漁協所属・船曳網）

　大洋　宏至　氏（［ね比港漁協所属・船曳網）

　大場　　守　氏（浜名漁協所属・刺網他）

　和久田米喜　氏（浜名漁協所属・底曳網他）

　大洋　達雄　氏（浜名漁協所属・刺網他）

△農出漁村ときめき女性（2名）

　望月とし子　さん（由比港漁協所属・

　　　　　　　　　　　　　むらおこし分野）

　山崎ふさえ　さん（由比港漁協所属・

　　　　　　　　　　　　　むらおこし分野）

　　　　　　　　　　　　　（企画普及室　鈴本）

《
指
導
漁
業
士
》

《
青
年
漁
業
士
》

《
と
き
め
き
女
性
》

塙　義祐氏

大石達也氏

大場　守氏

山崎直哉氏

和久田米喜氏

望月とし子さん 山崎ふさえさん



　　　　　　　　人事異動

　（退職）

田中　卓郎（場長）

仁藤　淑雄（技監兼船舶管理課長）

坂口　戦車（主任技能員）

山本　一人（技能員）

　（転出）

野夫　和夫（漁業開発部長→漁業高等学園長）

戸塚　　勲（総務課長→中央図書館総務課長）

村中　文夫（漁業開発部研究主幹→水産資源室主幹）

津久井文夫（漁業開発部主任研究員→水産振興室生幹）

羽田　奸孝（利用普及部副主任→浜名湖保全室生査）

平塚　聖一（利用普及部出主任→静岡工業技術

　　　センター川主任）

平松　直子（総務課主事→企業管理室主事）

　（転入）

和田　　卓（栽培漁業センター所長→場長）

花田　　博（水産振興室主幹→利用普及部長）

増井　康文（藤枝北高等学校事務長→総務課長）

鈴木　昭二（漁業高等学園主査→駿河火船長）

安井　　港（水産振興室主幹→漁業開発部研究主幹）

鈴木　敏博（技術振興室生査→深層水プロジェク

　　　ト主任研究員、静岡工業技術センター兼務）

平井　一行（環境衛生科学研究所主査→深層水プロ

　　　ジェクト主任研究員、環境衛生科学研究所兼務）

渥美　　敏（栽培漁業センター主任研究員→深

　　　雁木プロジェクト兼務）

森　　訳出（企画調整室主査→漁業開発部主任研究員）

望月　雅史（静岡市水産漁港課→漁業開発部主任）

内藤　　薫（労働福祉室主事→総務課出生任）

　（場内異動）

平井　　亨（利用普及部長→漁業開発部長）

福世情左工門（富士火船長→船舶管理課長）

清水　定雄（駿河火船長→富上火船長）

五十嵐保正（利用普及部研究主幹→深層水プロ

　　　ジェクト研究主幹）

点本　厚司（利川普及部主任研究員→深層水プ

　　　ロジェクト主任研究員、利川普及部兼務）

萩原　快次（漁業開発部出主任→深層水プロジェ

　　　クト出主任、漁業開発部兼務）

青島　秀治（富上長鱒場副主任→利用普及部卯往往）

相楽　光紀（伊豆分場技師→深層水プロジェクト兼務）

飯沼　紀雄（浜名湖分場技師→深層水プロジェクト兼務）

石井　良仁（富士丸川主任→駿河丸川主任）

千葉　直人（駿河火技能員→富士火計主任）

藤田　隆二（駿阿見技師→富十九川上任）

- ↓2

調査船の動き

　　　汗成犯年Ｕ｣～３月)
船Ｚ 謳　査　内　容 斯　　　問

富

　レ

丸

第了次航海　南洋カツオ調査

　　　　　　　(水産専攻科)

２種中間検査修理工事

　　　　　　(㈱焼津ドック)

１月t8□

　　　　～2月2川

且∩目

　　　　～３月詣日

駿

河

丸

地先観測

サクラエビ調査

赤潮プランクトン調査

サバ漁場調査

サクラエビ調査

Ｕｊ５日～７日

　　11[｣～↓2日

　　13日

　　18目～19[｣

　　25日～26目

サクラエビ調査

地先観測

深層水調査

深層水調査

サクラエビ調査

サクラエビ調査

２月２日～３［」

　　７日～８日

　　拓口

　　22日

　　23日～24日

　　28日～29日

地先観測

トyクヘ回航

ドックより試運転回航

３月１日～３日

　　９日

　　29日

日 　防

州成12年１～３刑

月　日 事　　　　　　柄

1.4

　　13

13～14

　　14

　　17

　　19

　　20

　　24

　　26

　　29

仕事始め

磯焼け対策部会

一部三県サバ漁海況検討会（干葉県）

漁業土、ときめき女性認定式（焼津市）

焼津市深圈水利用研究会

定期監査

浜岡原発前面海域調査委員会（浜岡町）

赤潮貝毒西日本ブロック会議（広島県）

技術評価専門委員会（静岡市）

第25回全国鰹節類青年連絡協議会（焼津市）

２、１

　　　２

　　　２

　　　３

　　　４

　５～６

　　　８

　　　９

　　拓

　　18

　　24

　　29

水産関係試験研究機関長会議

全国内水面水産試験場長会

全国水産試験場長会

地域水産業懇談会（中部）

水産加工品総合品評会（沼津市）

ふじのくにＳＨＯＫＵの祭典（沼津市）

地域水産業懇談会（東部）

しらす船曳網漁業組合総代会

水産加工技術セミナー

水産業改良普及員資格試験（静岡巾）

遠洋漁業関係試験研究推進会議（静岡市）

駿河湾深層本研究委員会（東京）

３．１

　　　２

　　　６

　　　８

　　士3

　　14

　　15

　　拓

　　16

　　23

　　24

焼津水産高校卒業式

遠洋水産研究所評価委員会（清水市）

駿河湾深層水共同研究調整会議

全国養鱒技術協議会運営委員会

漁業公害読査指導員研修会

水産業改良普及員一一般研修会

温水利用研究センター運営委員会

魚病対策委員会

漁業高等学園卒業式

水産振興審議会

駿河湾深層水総合利用検討会
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